
生駒市条例第１号 

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

平成２１年３月１３日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

（生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年３月生駒市条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「４０時間」を「３８時間４５分」に改め、同条第３項中「

１６時間から３２時間まで」を「１５時間３０分から３１時間まで」に改め、

同条第４項中「３２時間」を「３１時間」に改める。 

第３条第２項中「８時間」を「７時間４５分」に改める。 

第１２条第１項第３号中「公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法

律第９９号）第１条に規定する公庫」を「沖縄振興開発金融公庫」に改める。 

（生駒市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 生駒市職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月生駒市条例第１号

）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１号及び第２号中「２０時間、２４時間又は２５時間」を「１９

時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分」に改め

る。 

 （生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 



  第１０条第１項及び第３項中「８時間」を「７時間４５分」に改める。 

附 則 

 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 


